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D-485 超音波検査（断層撮影法）（未熟児に対する頭蓋内出血）（回数） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

《令和 7 年 12 月 4 日更新》 

 

○ 取扱い 

 原則として、出生時体重 1,500g 以下の未熟児において、頭蓋内出血に

対する超音波検査（断層撮影法）は生後 1週間までの間、連日の算定が認

められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 低出生体重児は血管の発達が不完全であり出血のリスクが高く、頭蓋内

出血（特に脳室内出血）の早期発見のため超音波検査（断層撮影法）を頻

回に施行する必要がある。 

 したがって、超音波検査（断層撮影法）は 1週間経過後において出血を

認める場合は 4 週間までは週 2 回、以降は週 1 回まで認められると整理

した。 

 


